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野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例

（案）の概要 

 

１ 条例改正の主旨 

太陽光発電設備については、現在においても年間に５０件、面積合計

で１０ヘクタール程度の設置が行われており、事業者によっては住民と

のトラブルも発生している状況です。 

ゼロカーボンシティを推進する市としては、二酸化炭素削減に向けた

取組として太陽光発電設備を使用した再生可能エネルギーの導入を否

定するものではありませんが、地域住民等の生活との調和を図り、トラ

ブルを未然に防止するため、太陽光発電設備の適切な設置等の誘導を目

的として、「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を制定

し、平成３１年４月１日から施行しました。  

本条例では、市内において増加していた民間事業者による無秩序な太

陽光発電設備の設置による災害の発生、生活環境の悪化、豊かな自然環

境や魅力ある景観の破壊を防止するため、太陽光発電設備の設置前に届

出を行わせることとしています。 

また、当初条例では住民説明会を地域住民等からの要請があった場合

のみ開催することとしていましたが、地域住民等からの問合せ等が多か

ったこと、また、地域住民等の皆様に事業を十分理解していただいてか

ら実施するよう開催を義務付けるとともに、事業終了後に太陽光発電設

備の適切な撤去及び廃棄が行われるよう、廃棄等費用の積立に係る事業

計画書の提出を施行規則に定め、令和３年３月に改正を行い、同年４月

１日から施行しました。 

このように規制を強化してきましたが、冒頭に記載のとおり、太陽光

発電設備の設置は増え続け、これに対する不安の声や問合せが続いてお

り、他にも、事業者の破綻などにより太陽光発電設備が放置されること

で、環境及び景観の悪化や、土台等の劣化によりパネルが強風にあおら

れ飛散するなどの危険性に対する懸念から、土地所有者等からの相談も

出てきています。また、これまで民間事業者による太陽光発電設備の導

入を後押ししてきた国では、太陽光発電設備を巡り、太陽光発電設備の
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設置後に土砂が流出するなどのトラブルが発生していることを受け、再

生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法を改正し、地域

と共生した再生可能エネルギーの導入のための規律の強化等を措置し

ており、また、地域において発生したトラブル等の実態調査を進め具体

的な状況を把握した上で防止策を検討するとのことです。 

このような状況から、事業者に対しては、災害の防止、良好な生活環

境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観を保全する責務を認

識させ、許可制の導入により設置基準、管理基準等を遵守した事業を行

うよう更なる指導を行い、また、土地所有者に対しては、後々のトラブ

ルを防止するための規定を追加するとともに、土地所有者は事業終了後

における太陽光発電設備の除却等を最終的に行わなければならないこ

とを責務として規定することとし、題名を「野田市太陽光発電設備の設

置の規制等に関する条例」として「野田市太陽光発電設備の適正な設置

等に関する条例」の全てを改正することとしました。  

 

２ 主な改正後の内容 

（目的） 

第１条 この条例は、太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関

し必要な事項を定めることにより、災害の防止、良好な生活環境の

維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全を図ることを

目的とする。 

本条例の目的として、事業者が太陽光発電設備の適正な設置及び維

持管理を行うよう、遵守すべき基準等や地域住民等との調整について

定め、これに適合する太陽光事業として許可をした場合に限り実施で

きることとすることで、適切に事業が行われ、災害の防止、良好な生

活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全を図るこ

とを規定します。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

本条例において使用する用語について定義するものです。 
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(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に

規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可

能エネルギー源とする設備（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号に規定する建築物の屋根若しくは屋上又

は壁面に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。）をいう。  

本条例における太陽光発電設備の定義は、再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２

条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再

生可能エネルギー源とする設備と規定します。なお、建築物の屋根若

しくは屋上、又は壁面に設置するもの、送電に係る電柱等を除きます。 

(2)  設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業（盛土、切土等

の土地の造成並びに立木及び竹木の伐採を含む。）をいう。  

本条例における設置事業の定義は、太陽光発電設備の設置に伴って

行う盛土、切土等の土地の造成並びに立木及び竹木の伐採を含めた、

太陽光発電設備を設置するために行う事業と規定します。 

(3) 発電事業 太陽光発電設備による発電その他の太陽光発電設

備の維持管理を行う事業をいう。 

本条例における発電事業の定義は、太陽光発電設備を使用して行う

発電及び太陽光発電設備の適切な維持管理のために行う事業と規定し

ます。 

(4) 事業者 設置事業又は発電事業（以下「太陽光事業」とい

う。）を行う者をいう。 

本条例における事業者の定義は、設置事業又は発電事業を行う者と

規定します。なお、以下の条文では「設置事業又は発電事業」を一括

して「太陽光事業」と呼びます。 

(5) 事業区域 太陽光事業を行う一団の土地（太陽光発電設備に

附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。）

の区域をいう。 

本条例における事業区域の定義は、太陽光事業を行う一団の土地の

区域と規定します。なお、事業区域には太陽光発電設備に附属する管
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理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地も含みます。  

(6) 地域住民 事業区域を含む自治会（一定の区域に住所を有す

る者の地縁に基づいて形成される団体をいう。）の区域に居住

する者をいう。 

本条例における地域住民の定義は、事業区域が含まれる自治会（一

定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。）

の区域に居住する住民と規定します。 

(7) 近隣関係者 事業区域の境界から５０メートル以内の区域に

土地又は建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者をい

う。 

本条例における近隣関係者の定義は、事業区域の境界から５０メー

トル以内の区域に土地又は建築物を所有する者及び当該建築物に居住

する者と規定します。 

（抑制区域）  

第３条 市長は、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持

並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全が特に必要な区域

を抑制区域として指定するものとする。  

市長は、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊

かな自然環境及び魅力ある景観の保全が特に必要な地区を抑制地域と

して指定することを規定します。なお、抑制区域は規則において野田

市全域を指定します。 

（適用範囲） 

第４条 この条例の規定は、発電出力が１０キロワット以上の太陽

光発電設備に係る太陽光事業について適用する。  

改正前は、発電出力が３０キロワット以上の太陽光発電設備を使用

して行う太陽光事業を対象としていましたが、住宅地等の中にある小

規模の敷地において太陽光事業を実施している事例があり、周辺の住

宅等への影響も大きいことから、本条例の適用は、発電出力が１０キ

ロワット以上のものとします。 

（市の責務） 

第５条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要
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な措置を講ずるものとする。 

市は、本条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう、必要な措置を

講ずることを市の責務として規定しています。 

 

（土地所有者等の責務） 

第６条 第３条に規定する抑制区域（以下「抑制区域」という。）

内の土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者は、太

陽光事業を行うことを予定する者に対し土地を提供しようとする

ときは、当該者が災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊か

な自然環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を講じよ

うとしていることを確認し、これらが確認できない場合には、当

該土地を提供することのないよう努めなければならない。  

抑制区域内の土地所有者等はその所有等をする土地について、太陽

光事業を行うことを予定する者に土地を貸借等により提供しようとす

るときは、その太陽光事業を行おうとする者が災害の防止、良好な生

活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために

必要な措置を講じようとしていることを確認し、これらが確認できな

い場合には、当該土地を提供することのないよう努めなければならな

いことを、土地所有者等の責務として規定します。 

２ 抑制区域内の土地の所有者は、事業者が、発電事業を終了した

場合、太陽光事業を廃止した場合又は太陽光事業の中止を命じら

れた場合において、当該事業区域について太陽光発電設備の除却

その他災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境

及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を講じないときは、

当該事業区域について太陽光発電設備の除却その他必要な措置を

講ずる責務を有する。 

事業者が、発電事業を終了した場合、太陽光事業を廃止した場合又

は太陽光事業の中止を命じられた場合は、当該事業で使用した太陽光

発電設備の除却等が必要になりますが、事業者が除却等の必要な措置

を行わない場合は、土地の所有者は除却等を実施する責務を有するこ



6 

 

とを、土地所有者の責務として規定します。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害の防止、

良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の

保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者（以下

「地域住民等」という。）との良好な関係を保たなければならな

い。 

事業者は、太陽光事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵

守し、災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び

魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民等との良好な

関係を保たなければならないことを、事業者の責務として規定します。 

２ 事業者は、太陽光事業を行うことを予定する者に対し太陽光事

業を譲渡しようとするときは、当該者が災害の防止、良好な生活

環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のため

に必要な措置を講じようとしていることを確認し、これらが確認

できない場合には、当該太陽光事業を譲渡することのないよう努

めなければならない。 

事業者が実施中の太陽光事業を他者に譲渡する場合は、適切な太陽

光事業が維持されるよう、その太陽光事業を行おうとする者が災害の

防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観

の保全のために必要な措置を講じようとしていることを確認し、これ

らが確認できない場合には、当該太陽光事業を提供することのないよ

う努めなければならないことを、事業者の責務として規定します。 

（太陽光事業に係る事前相談） 

第８条 抑制区域内の土地を借りて太陽光事業を行うことを予定す

る者及び当該土地の所有者は、当該土地に係る契約を締結する前

に、市長に相談しなければならない。  

抑制区域内において土地を借りて太陽光事業を行うことを予定する

者が、太陽光事業を行おうとする土地の所有者に対して、場合により

土地所有者の責務として太陽光発電設備の除却等必要な措置を講じる

責務が発生する可能性があることについて説明を行い、土地の所有者
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がそれに同意していることを確認することで事後のトラブルを防止す

るため、当該土地に係る契約を締結する前に、太陽光事業の実施を予

定する者と当該土地の所有者は、市と事前相談を行わなければならな

いことを規定します。 

２ 前項に規定する土地の所有者は、同項の規定による相談におい

てこの条例に規定する土地の所有者の責務を十分に認識した上

で、その履行に関する誓約書を市長に提出しなければならない。  

事前相談を行った土地の所有者は、本条例に規定される土地所有者

の責務について説明を受け、また、その上であっても、当該土地に係

る契約を締結し、太陽光事業を行わせることとした場合は、必要に応

じて土地所有者等の責務を履行することの誓約を書面にして、市長に

提出しなければならないことを規定します。なお、土地を借りて事業

を実施する者の許可条件として、本誓約書の提出が必要になります。 

（事業計画に係る事前協議等） 

第９条 事業者は、次条第１項の許可又は第１２条第１項の許可の

申請をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところに

より、事業区域ごとに太陽光事業に関する計画（以下「事業計

画」という。）について市長と協議し、事前協議終了通知書の交

付を受けなければならない。この場合において、当該協議に係る

事業区域内の土地の所有者は、当該協議に協力するものとし、市

長から当該協議への参加の要請を受けたときは、これに応じなけ

ればならない。 

事前協議は、太陽光事業を行おうとする者が許可申請しようとする

太陽光事業について、許可申請の要件の一つである住民説明会を開催

する前に、市が事業計画等の内容を確認し、本条例第１１条第１項の

基準に適合するよう助言又は指導するために実施します。助言又は指

導が必要な場合は審査指示書により行い、審査指示事項回答書を提出

し市長に報告していただきます。なお、助言等に基づく措置をとるこ

とができないと太陽光事業を行おうとする者が判断したときは、同項

に規定する許可の基準を満たすことはできないため、事前協議を取り

下げていただくこととなります。 
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協議の結果、条例の基準への形式的な適合を確認できたときは、事

前協議終了通知書を交付します。 

また、本協議において、太陽光事業の実施を予定する土地の所有者

から事情を聴取する必要があると市長が判断し、協議への参加要請を

行った場合は、当該所有者も協議に参加しなければなりません。 

なお、事前協議終了通知書は条例の基準に適合したことを証明した

ものではありますが、太陽光事業を行う場合は近隣住民等からの要望

に対して真摯に対応する必要があります。  

事前協議を行う際には、以下の書類の提出が必要になります。（施行

規則に規定します。） 

・事業計画に係る事前協議書 

・事業計画書 

・事業者及び設置事業において工事を行う者の住民票の写し（法人

にあっては、当該法人の登記事項証明書）  

・事業区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し  

・事業者に事業計画を実施するために必要な資力及び信用があるこ

とを証する書類 

・事業者及び設置事業において工事を行う者が条例第１１条第２項

第６号に該当しないことを誓約する書類  

・事業区域の位置を示す図面 

・土地利用計画平面図 

・造成計画平面図及び断面図 

・排水計画平面図及び断面図 

・擁壁の背面図及び断面図 

・太陽光発電設備の構造図及び着色した透視図  

・立地環境に関する概要書 

・自ら所有していない土地において太陽光事業を行う場合にあって

は、事業者が当該土地を太陽光事業に使用することについての当

該土地の所有者の同意書 

・その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により事前協議終了通知書の交付を受けた事業者
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（以下この条において「事前協議終了事業者」という。）は、そ

の交付の日から起算して１４日以内の日から次条第１項の許可又

は第１２条第１項の許可を受けて当該許可に係る設置事業に着手

するまでの間、地域住民等に対して事業計画の周知を図るため、

当該事業計画に係る土地に規則で定める標識を設置しなければな

らない。 

事前協議終了通知書の交付を受けた事業者は、交付の日から１４日

以内に、太陽光事業の事業計画について地域住民等に周知するため、

標識を設置しなければならないことを規定します。なお、本標識につ

いては、本条例による許可を受け、設置事業に着手するまでの間設置

する必要があります。 

３ 事前協議終了事業者（第１２条第１項の許可の申請をしようと

する者であって当該変更の内容について市長から地域住民等に対

する事業計画についての説明会の開催は不要であると認められた

ものを除く。）は、前項の規定により標識を設置した日から１４

日以内に、地域住民等の理解を得るよう、地域住民等に対して事

業計画についての説明会を開催しなければならない。  

事前協議終了通知書の交付を受けた事業者は、標識を設置した日か

ら１４日以内に、地域住民等の理解を得るよう、地域住民等に対し、

事業計画についての説明会を開催しなければならないことを規定しま

す。 

ただし、変更許可の場合であって、市長が事前協議において内容を

確認した際に、住民説明会の開催は不要と判断したときは、開催は不

要とします。 

４ 地域住民等は、事前協議終了事業者に対し、規則で定めるとこ

ろにより、当該事業計画について意見を申し出ることができる。  

地域住民等は事前協議終了事業者に対し、太陽光事業に対する疑問

等を解消し、不安を低減させるため、当該事業計画について意見を申

し出ることができます。 

５ 事前協議終了事業者は、前項の規定による意見の申出があった

ときは、規則で定めるところにより、当該申出をした地域住民等
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と協議しなければならない。 

事前協議終了通知書の交付を受けた事業者は、意見の申出があった

ときは、当該申出をした地域住民等の太陽光事業に対する疑問等を解

消し、不安を低減させるため、協議をしなければならないことを規定

します。 

６ 事前協議終了事業者は、第２項の規定により標識を設置したと

き、第３項の規定により説明会を開催したとき、第４項の規定に

よる意見の申出があったとき又は前項の規定により協議を行った

ときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければなら

ない。 

事前協議終了通知書の交付を受けた事業者は、事前協議を行った太

陽光事業に関する標識の設置、住民説明会の開催、地域住民等からの

意見の申出又は地域住民等から申出のあった意見についての協議に関

して、市長に報告しなければならないことを規定します。  

報告に当たり必要となる書類は以下のとおりです。  

１ 標識設置の報告 

・標識設置報告書 

・標識を設置した場所が明示された図面  

・標識の設置の状況及び標識に記載された内容がわかる写真  

２ 説明会開催の報告 

・説明会開催報告書 

・当該説明会において配布した資料 

・その他市長が必要と認める書類 

３ 地域住民から意見の申出があった場合の報告  

・意見書の写し 

４ 地域住民から申出のあった意見に対する協議の報告 

・協議状況報告書 

・見解書の写し 

（太陽光事業の許可） 

第１０条 事業者は、抑制区域内において太陽光事業を行おうとす

るときは、事業区域ごとに事業計画を定め、当該事業区域ごとに
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当該太陽光事業について市長の許可を受けなければならない。  

事業者が抑制区域内において太陽光事業を行うときは、事業区域ご

とに事業計画を定め、当該事業区域ごとに市長の許可を受ける必要が

あることを規定します。 

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならな

い。 

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名

称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先）  

(2) 事業区域内の土地の所在、地番、地目及び面積  

(3) 設置事業において工事を行う者の氏名及び住所（法人にあっ

ては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

(4) 設置事業を完了したときにおける土地の形状  

(5) 太陽光発電設備を設置する位置  

(6) 設置する太陽光発電設備の構造  

(7) 設置事業の工程計画 

(8) 設置する太陽光発電設備の最大出力  

(9) 太陽光事業の期間  

(10) 自然環境の保護のための方策  

(11) 景観の保護のための方策 

(12) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計

画 

(13) 太陽光の反射等による生活環境への被害を防止するための

措置 

(14) 前２号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止す

るための措置 

(15) 太陽光事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可

の取得に関する計画 

(16) 発電事業における太陽光発電設備及び事業区域の維持管理

の計画 

(17) 発電事業における異常又は災害の発生の際の対応の計画  

(18) 発電事業を終了した後の太陽光発電設備の撤去に関する計



12 

 

画及び撤去費用の積立てに関する計画  

(19) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

事業計画に定める事項を規定しています。なお、第１９号の規則で

定める事項は、次の事項を予定しています。 

・太陽光事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得の

状況 

・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第２条第

５号に規定する特定契約又は同法第２条の７第１項に規定する一時

調達契約の締結の状況 

３ 第１項の規定による許可の申請には、当該申請に係る事業区域

を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。  

許可申請書に添付する書類について規定します。規則で定める書類

は、次のものを予定しています。 

・太陽光事業終了後の太陽光発電設備の撤去に関する確約書  

・事前協議終了通知書の写し 

・その他市長が必要と認める書類 

（許可の基準等） 

第１１条 市長は、太陽光事業が次の各号のいずれにも該当すると

認めるときでなければ、前条第１項の許可をしてはならない。  

太陽光事業の許可基準について規定します。許可を行うためには全

ての要件に該当する必要があります。 

 (1) 事業区域の周辺地域（以下この項において「周辺地域」とい

う。）における自然環境を害するおそれがないこととして規則で

定める基準に適合していること。 

許可基準として、自然環境を害するおそれがないことを規定します。

規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域内に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項の鳥獣保護区を含む場

合は、当該鳥獣保護区において鳥獣を保護すべき措置が十分にとら

れていること。 

・事業区域内及び事業区域に隣接する土地に生育する樹木を伐採する
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場合は、当該伐採が太陽光発電設備の設置並びに事業区域への進入

路及び排水施設等の設置のための必要最小限の範囲のものであるこ

と。 

(2) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして規則で定

める基準に適合していること。 

許可基準として、景観を阻害するおそれがないことを規定します。

規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・太陽光発電設備の高さ、形状、色彩等が周囲と調和したものである

こと。 

・事業区域と事業区域に隣接する土地との間に次に掲げる事業区域の

面積に応じ、それぞれ次に定める幅の緩衝帯が設けられていること。 

ア ０．３ヘクタール未満 幅１メートル以上 

イ ０．３ヘクタール以上１ヘクタール未満  幅２メートル以上 

ウ １ヘクタール以上 幅３メートル以上 

・太陽光発電設備が周辺の道路及び公共空地並びに事業区域に隣接す

る住宅の敷地から見えないよう低木、目隠しフェンス等の設置によ

る配慮がされていること。 

・文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第５８条第１項に規定

する登録有形文化財、同法第１０９条第１項の史跡、千葉県文化財

保護条例（昭和３０年千葉県条例第８号）第４条第１項の千葉県指

定有形文化財、同条例第３４条第１項の千葉県指定史跡及び野田市

文化財保護条例（昭和４１年野田市条例第１３号）第４条第１項の

野田市指定文化財等の景観を阻害しないように配慮がされているこ

と。 

(3) 周辺地域において土砂崩れ、溢
いっ

水等を発生させるおそれがな

いこととして規則で定める基準に適合していること。  

許可基準として、土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこと

を規定します。規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域内に砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定によ

り指定された砂防指定地を含まないこと。  

・事業区域内に地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条
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第１項の地すべり防止区域を含まないこと。  

・事業区域内に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和

４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域を含ま

ないこと。 

・事業区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の土砂災害

警戒区域及び同法第９条第１項の土砂災害特別警戒区域を含まない

こと。 

・事業区域内に森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項

の保安林を含まないこと。 

・事業区域内に河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に

規定する河川区域及び同法第５４条第１項の河川保全区域を含まな

いこと。 

(4) 設置事業を完了したときにおける事業区域に係る太陽光発電

設備を設置した地盤面の高さ、のり面の勾配、造成を行う面積

等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法

律第１９１号）、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）その

他関係法令（次号及び第６号において「関係法令」という。）及

び規則で定める基準に適合していること。  

許可基準として、事業区域の高さ、のり面の勾配、造成面積等の造

成計画が、関係法令等の基準に適合することを規定します。  

また、規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域外において、事業区域への進入路及び排水施設等の設置の

ため盛土、切土等の土地の造成を行う場合は、当該造成が必要最小

限の範囲のものであること。  

・事業区域内におけるのり面の勾配が、垂直１メートルに対する水平

距離が２メートルの勾配を超える場合は、次項第３号に掲げる基準

を満たす擁壁が設置されていること。  

・前２号に掲げるもののほか、造成計画が宅地防災マニュアル（令和

元年６月２８日国都防第３号）の基準に適合したものであること。  

(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基
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準に適合していること。 

許可基準として、排水施設又は擁壁等の施設が関係法令等の基準に

適合していることを規定します。 

また、規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域内の雨水その他の地表水を排除するために必要な排水施設

が設置されていること。 

・排水施設の構造が下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第

８条第２号、第３号及び第８号から第１０号までに掲げる基準を満

たすものであること。 

・擁壁を設置する場合は、当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等

規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第８条から第１２条まで

の規定に、崖面崩壊防止施設を設置する場合にあっては、当該崖面

崩壊防止施設の構造が同令第１４条の規定に、それぞれ適合するこ

と。 

・下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じ

て必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が

設置されていること。 

(6) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべ

き措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。  

許可基準として、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講

ずべき措置が関係法令等に適合していることを規定します。  

また、規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・軟弱地盤である場合は、土の置き換え、水抜きその他の必要な措置

が講じられていること。 

・地山と盛土部分との間にすべりが生じないよう段切りその他の必要

な措置が講じられていること。 

・盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じ

られていること。 

・事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されている

こと。 

(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等
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に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合

していること。 

許可基準として、周辺地域における道路、河川、水路等の施設の構

造等に支障を来すおそれがないことを規定します。  

また、規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域は、工事車両等の通行に支障のない幅員を有している道路

に接していること。 

・事業区域は、その区域内に車両等が進入することに支障のない道路

に接していること。 

・大型車の通行等による既存の道路、河川、水路その他公共施設の破

損等を防止する措置が講じられていること。  

・搬入車両の通行に当たり道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４

７条の２第１項の許可を要する場合は、当該許可を受けていること

又はその見込みがあること。 

・道路に近接して太陽光発電設備を設置する場合は、道路の見通しの

妨げにならないよう必要な対策が講じられていること。 

(8) 太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害を防止するた

めの措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講

じられていることとして規則で定める基準に適合しているこ

と。 

許可基準として、太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害を

防止するための措置、近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じ

られていることを規定します。 

また、規則で定める基準は、次のものを予定しています。 

・事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する

角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置そ

の他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。  

・太陽光発電設備から発生する騒音及び振動が事業区域及び周辺地域

の騒音及び振動の規制基準に適合していること。  

・発電事業中において、太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修

を行う体制が整えられていること。 
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・太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が地域住民等の

生活環境への影響を必要最小限とするものであること。  

(9) 設置する太陽光発電設備が電気事業法（昭和３９年法律第１

７０号）、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法その他関係法令の基準に適合していること。  

許可基準として、設置する太陽光発電設備が電気事業法等関係法令

の基準に適合していることを規定します。  

(10) 市の総合計画、環境基本計画、都市計画その他の将来計画

に即した事業計画となっていること。  

許可基準として、市の総合計画、環境基本計画、都市計画等の将来

計画に即した事業計画となっていることを規定します。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の

許可をしてはならない。 

太陽光事業の許可をしない要件を規定します。 

(1) 抑制区域内の土地を借りて太陽光事業を行う場合にあって

は、第８条第２項の規定による誓約書の提出がなされていない

とき。 

許可申請の前に、土地を借りて太陽光事業を行う場合に提出が必要

な、第８条第２項の規定による土地所有者の誓約書の提出がされてい

ないときは許可してはならないことを規定します。 

(2) 第９条第１項の規定による事前協議終了通知書の交付を受け

ていないとき。 

許可申請の前に、市と事前協議を行い、事前協議終了通知書の交付

を受けていないときは許可してはならないことを規定します。 

(3) 第９条第６項の規定による報告がなされていないとき。  

許可申請の前に、標識の設置、住民説明会の開催、地域住民等から

の意見の申出又は地域住民等から申出のあった意見についての協議に

関して、必要な報告がされていないときは許可してはならないことを

規定します。 

(4) 事業者に事業計画を実施するために必要な資力及び信用があ

ると認められないとき。 
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確実な太陽光事業の実施及び適正な管理が担保されるよう、十分な

資力及び信用があると認められないときは許可してはならないことを

規定します。 

(5) 事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員等

（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ず

る者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与

している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権原を

有する者をいう。以下同じ。）。次号において同じ。）が第２２条

第１項（第２号を除く。）の規定により許可を取り消され、その

取消しの日から５年を経過しない者であるとき。  

適切な事業の実施がなされなかったことにより許可を取り消された

者については、一定期間（５年間）を経過するまでは許可してはなら

ないことを規定します。 

(6) 事業者又は設置事業において工事を行う者（その者が法人で

ある場合にあっては、その役員等）が野田市暴力団排除条例

（平成２３年野田市条例第３０号）第２条第３号に規定する暴

力団員等（以下この号において単に「暴力団員等」という。）又

は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関

係を有する者であるとき。 

太陽光事業に関係する者に、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団

員等と密接な関係を有する者が含まれるときは許可してはならないこ

とを規定します。 

３ 市長は、前条第１項の許可に当たり、災害の防止、良好な生活

環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のため

に必要があると認めるときは、条件を付することができる。  

許可基準のほか、太陽光事業の許可に当たり、必要に応じて市長が

条件を付すことができることを規定します。  

なお、条件には事業区域の状況等によるもののほか、以下の項目を

付すことがあります。 

・設置事業 

工事期間中の安全対策 
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建設機器等による周辺への影響の防止  

工事車両等による周辺への影響の防止  

除草剤散布による周辺への影響の防止  

異常又は災害発生時の対応 

・発電事業 

事業区域の清掃等 

除草剤散布による周辺への影響の防止  

設置した施設等の維持管理 

事業区域への侵入防止 

苦情又は要望対応 

（変更の許可等） 

第１２条 第１０条第１項の許可を受けた事業者（第３項において

「新規許可事業者」という。）は、当該許可に係る同条第２項に掲

げる事項の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、市長の許可を受けなければならない。  

２ 前条の規定は、前項の許可について準用する。  

許可を受けた事業者が、事業計画に定める事項を変更しようとする

場合には、軽微な変更に該当する場合を除き、変更許可が必要である

こと、また、変更許可の手続については、前条の許可の基準等を準用

することとしています。 

なお、事業者の実体が変わる場合は、第１０条第２項第１号の事業

者の氏名等の変更にも該当しますが、新たな事業者は第１０条第 1 項

の許可を受けた事業者ではないため、新たに許可を受ける必要があり

ます。このため、太陽光事業を譲受した事業者が改めて許可申請を行

わなくてはなりません。なお、太陽光事業を譲渡した事業者は、第１

９条第１項に基づく太陽光事業の譲渡の届出を提出する必要がありま

す。 

軽微な変更として規則に定めるものは、次のものを予定しています。 

・事業者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、その名称、代

表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先）の変更  

・設置事業において工事を行う者の氏名及び住所（法人にあっては、
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その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）の変更（設

置事業において工事を行う者に変更がある場合を除く。）  

・設置事業の工程計画の変更 

・太陽光事業の期間の変更 

変更許可申請書には以下の書類の添付が必要です。  

・当該変更に係る事前協議終了通知書の写し 

・その他市長が必要と認める書類 

３ 新規許可事業者は、第１項の規則で定める軽微な変更（規則で

定める事項の変更を除く。）をしたときは、速やかにその旨を市長

に届け出なければならない。 

事業計画について、規則に定める軽微な変更を行う場合は、変更内

容を市長に届け出なければならないことを規定します。なお、「設置事

業の工程計画」の変更については、別に規定する届出によるため、こ

の項による届出は不要です。 

（標識の設置） 

第１３条 第１０条第１項の許可又は前条第１項の許可を受けた事

業者（以下「許可事業者」という。）は、当該許可に係る太陽光事

業を行っている間、当該事業区域に規則で定める標識を設置しな

ければならない。 

本条例に基づく許可を受けて実施している太陽光事業について、当

該太陽光事業の事業計画の内容及び事故発生時の連絡先を周知するた

め、必要な事項を表示した標識を設置しなければならないことを規定

します。 

（太陽光発電設備の搬入車両への表示）  

第１４条 許可事業者は、当該許可を受けた事業区域に太陽光発電

設備を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当

該許可に係る太陽光発電設備の搬入の用に供する車両である旨そ

の他規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示するよう

努めなければならない。当該搬入を他の者に行わせるときも、同

様とする。 

太陽光発電設備の搬入に当たり、当該太陽光発電設備が本条例に基
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づく許可を受けた太陽光事業において使用されるものであることを、

地域住民等が確認できるようにするため、当該搬入に使用する車両に

必要な事項を表示するよう努めなければならないことを規定します。 

（関係書類の閲覧） 

第１５条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に

係る太陽光事業を行っている間、当該許可に関する書類等の写し

を、地域住民等その他当該太陽光事業に関し生活環境の保全上利

害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。  

地域住民等が、関係する太陽光事業について、必要な情報を知るこ

とができ、適正に事業が実施されていることを確認できるよう、本条

例に基づく許可申請書等の書類について、地域住民その他事業に関し

生活環境の保全上利害関係を有する者（例、借地により農業等を行う

者、太陽光発電設備に影響を受ける設備等を所有する者等）が求める

場合に、事業者は当該書類を閲覧させなければならないことを規定し

ます。 

（設置事業の着手等の届出等） 

第１６条 許可事業者は、当該許可に係る設置事業に着手するとき

は、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該設置事業を

中止し、又は再開するときも、同様とする。  

設置事業に着手する場合は届出を行わなければならないことを規定

します。設置事業の着手のほか、中止、再開の場合についても同様に

届出が必要になります。 

２ 許可事業者は、当該許可に係る設置事業を完了したときは、そ

の日から起算して１０日以内に、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

設置事業が完了した場合は、完了後１０日以内に、届出を行わなけ

ればならないことを規定します。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、第

１０条第１項の許可又は第１２条第１項の許可の内容（次項にお

いて「許可内容」という。）に適合していることを検査し、その結

果を当該許可事業者に通知するものとする。  
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市長は、完了の届出が行われた場合に、設置事業完了の状況が、当

該許可内容に適合していることを検査し、その結果を事業者に通知す

ることを規定します。 

４ 市長は、前項の規定による検査の結果、許可内容に適合しない

と認めるときは、当該許可事業者に対し、相当の期間を定めて、

許可内容に適合するために必要な措置を講ずることを命ずること

ができる。 

市長は、検査の結果、設置事業完了の状況が許可内容に適合しない

と認めた場合は、当該許可内容に適合するために必要な措置を講ずる

ことを命じることができることを規定します。 

（発電事業の開始等の届出等） 

第１７条 許可事業者は、当該許可に係る発電事業を開始し、又は

終了したときは、その日から起算して１０日以内に、その旨を市

長に届け出なければならない。 

許可を受けた太陽光事業について、発電事業を開始し、又は終了し

た場合は、それぞれその日から１０日以内に届出を行わなければなら

ないことを規定します。 

２ 前項の規定による終了の届出をしようとする許可事業者は、あ

らかじめ、当該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好な生

活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のため

に必要な措置を講じなければならない。  

発電事業の終了の届出に当たり、事業者は、届出前に当該太陽光事

業で使用した設備を除却その他災害の防止、良好な生活環境の維持並

びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を講

じなければならないことを規定します。  

３ 市長は、第１項の規定による終了の届出があったときは、速や

かに当該事業区域の状況を確認するものとする。  

市長は、発電事業の終了の届出があった場合に、当該発電事業を行

っていた事業区域において、使用した太陽光発電設備の除却等の状況

を確認することを規定します。 

４ 市長は、前項の規定による確認により許可事業者が第２項の規
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定に違反したと認めるときは、当該許可事業者に対し、相当の期

間を定めて、当該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好

な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全

のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。  

市長は、発電事業の終了の届出があった事業区域について、太陽光

発電設備の除却の状況等を確認した結果、第２項の規定に従わず、適

切な除却等が行われていないと認めたときは、事業者に対し、当該設

備の除却その他災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然

環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を講じることを命じ

ることができることを規定します。 

（報告の義務等） 

第１８条 許可事業者は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４６号）

第５条第１項第７号の規定により経済産業大臣に当該太陽光発電

設備の運転に要する費用に関する情報の提供をしたときは、その

日から起算して１０日以内に、規則で定めるところにより、その

内容を市長に報告しなければならない。  

許可事業者は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別

措置法施行規則第５条第１項第７号の規定により経済産業大臣に当該

太陽光発電設備の運転に要する費用に関する情報を提供した場合（電

子申請により行った場合を含む。）に、当該提供書類の写し（電子申請

を行った場合については、その内容を印刷したもの）を市長に提出し

なければならないことを規定します。また、廃棄費用の積立状況につ

いてホームページ等で公表している場合は、そのＵＲＬもご提示いた

だきます。 

２ 許可事業者は、発電事業において異常又は災害が発生したとき

は、当該事業計画に規定する発電事業における異常又は災害の発

生の際の対応の計画に基づく対応をするとともに、その日から起

算して１０日以内に、規則で定めるところにより、その内容を市

長に報告しなければならない。 

許可事業者に対し、発電事業中において、太陽光発電設備等に異常
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があった場合又は災害が発生した場合は、現地を確認した上で、事業

計画に基づき速やかに対処し、その状況や対応の結果について市長に

報告しなければならないことを規定します。  

３ 市長は、許可事業者が前２項の規定による報告をしないとき

は、当該許可事業者に対し、相当の期間を定めて、当該違反を是

正するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。  

第１項又は第２項の報告が必要な場合で、事業者が当該報告を怠っ

ている場合に、市長が必要な報告を行うよう勧告できることを規定し

ます。 

（太陽光事業の譲渡等の届出等） 

第１９条 許可事業者は、当該許可に係る太陽光事業を譲渡（次条

第１項の規定の適用を受ける場合を除く。）しようとするときは、

当該譲渡をしようとする日の６０日前までに、その旨を市長に届

け出なければならない。 

許可事業者が、許可を受けた太陽光事業について譲渡する場合には、

譲渡をしようとする日の６０日前までに届出を行わなければならない

ことを規定します。なお、当該太陽光事業を譲受した者（第２０条第

１項に規定する地位の承継の場合を除く。）には、当該太陽光事業を譲

渡した者のこの条例の規定による地位は承継されないため、第１０条

第１項の規定による許可を受ける必要があります。  

２ 許可事業者は、当該許可に係る太陽光事業を廃止したときは、

その日から起算して１０日以内に、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

許可事業者は、許可を受けた太陽光事業を廃止した場合は、廃止し

た日から１０日以内に届出を行わなければならないことを規定します。 

３ 前項の規定による届出をしようとする許可事業者は、あらかじ

め、当該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好な生活環

境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために

必要な措置を講じなければならない。ただし、太陽光発電設備の

除却については、当該太陽光発電設備が当該事業計画に定めた耐

用年数に達しておらず、かつ、当該事業区域において他の事業者
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が第１０条第１項の許可を受けて当該太陽光発電設備に係る太陽

光事業を行う場合は、この限りでない。 

許可事業者は、前項の届出を行う前に当該太陽光事業で使用した太

陽光発電設備について除却その他災害の防止、良好な生活環境の維持

並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を

講じなければならないことを規定します。なお、設置されている設備

が耐用年数に達しておらず、継続して使用できる状態であって、他の

事業者が本条例による許可を受けて太陽光事業を行う場合は除却せず

使用できることを規定します。 

４ 市長は、第２項の規定による届出があったときは、速やかに当

該事業区域の状況を確認するものとする。  

市長は、太陽光事業の廃止の届出があった場合に、当該太陽光事業

で使用した太陽光発電設備の除却等の状況を確認することを規定しま

す。 

５ 市長は、前項の規定による確認により許可事業者が第３項の規

定に違反したと認めるときは、当該許可事業者に対し、相当の期

間を定めて、当該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好

な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全

のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。  

市長は、太陽光事業の廃止の届出のあった事業区域について、太陽

光発電設備の除却の状況等を確認した結果、第３項の規定に従わず、

適切な除却等が行われていないと認めたときは、事業者に対し、当該

太陽光事業に使用していた太陽光発電設備の除却その他災害の防止、

良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全

のために必要な措置を講じることを命じることができることを規定し

ます。 

（地位の承継） 

第２０条 許可事業者について相続、合併又は分割（当該許可に係

る太陽光事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、

相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意に

より承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続す
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る法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可

に係る太陽光事業の全部を承継した法人は、当該許可事業者のこ

の条例の規定による地位を承継する。  

許可事業者に相続等があったときは、相続人等が、当該許可事業者

のこの条例の規定による地位を承継することを規定します。この場合

において、相続人は、第１０条第１項、第１２条第１項の規定による

許可を受ける必要はありません。また、第１９条第１項の規定による

届出も不要です。 

２ 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、当該許可

事業者に付された一切の許可条件を遵守しなければならない。  

本条例における許可事業者としての地位を承継した者は、被承継者

が許可の際に付された許可条件を遵守しなければならないことを規定

します。 

３ 第１項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、その承

継の日から起算して１０日以内に、市長に届け出なければならな

い。 

本条例における許可事業者としての地位を承継した者は、承継した

日から１０日以内に市長に届け出なければならないことを規定します。 

（措置命令） 

第２１条 市長は、許可事業者が太陽光事業を当該許可に係る事業

計画に従って行っていないと認めるときは、当該許可事業者に対

し、当該太陽光事業の中止を命じ、及び相当の期間を定めて、当

該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることが

できる。 

許可事業者が太陽光事業を、許可を受けた事業計画に従って行って

いないと判断される場合について、市長が当該事業者に対し、当該太

陽光事業の中止を命じ、事業計画に従っていないと認められる箇所の

是正のため必要な措置を講ずるよう命ずることができることを規定し

ます。 

２ 市長は、第１０条第１項又は第１２条第１項の規定に違反して

これらの規定による許可を受けずに太陽光事業を行った者に対
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し、当該太陽光事業の中止を命じ、及び相当の期間を定めて、当

該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好な生活環境の維

持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために必要な

措置を講ずることを命ずることができる。  

本条例が適用される太陽光事業を必要な許可を受けずに行っている

者に対し、市長が当該太陽光事業の中止、使用している太陽光発電設

備の除却その他災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然

環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を命ずることができ

ることを規定します。 

３ 市長は、許可事業者が行う太陽光事業が第１１条第１項各号の

いずれかに該当しないこととなったとき又は許可事業者が同条第

３項（第１２条第

２項において準用する場合を含む。）の規定による条件に違反したときは、

当該許可事業者に対し、当該太陽光事業の中止を命じ、及び相当

の期間を定めて、当該違反を是正するために必要な措置を講ずる

ことを命ずることができる。 

許可事業者が行う太陽光事業について、当該太陽光事業が第１１条

第１項に定める許可基準に該当しないこととなってしまったとき、又

は同条第３項により市長が許可の際に付した条件に違反したときは、

許可事業者に対して、当該太陽光事業の中止を命じ、違反を是正する

ための措置を講ずることを命ずることができることを規定します。  

４ 市長は、第１８条第３項の規定による勧告を受けた許可事業者

が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったとき

は、当該勧告を受けた許可事業者に対し、当該太陽光事業の中止

を命じ、及び相当の期間を定めて、当該勧告に係る措置を講ずる

ことを命ずることができる。 

許可事業者が第１８条第１項又は第２項による報告をせず、同条第

３項により報告について勧告されたにもかかわらず、依然として必要

な報告を行わなかった場合は、事業の中止を命じるとともに、報告を

行う等の必要な措置を講ずることを命ずることができることを規定し

ます。 
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（許可の取消し等） 

第２２条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該許可を取り消すことができる。  

この条例による許可を受けた太陽光事業について、市長が許可を取

り消すことができる要件を規定します。 

(1) 不正な手段により、第１０条第１項の許可又は第１２条第１

項の許可を受けたとき。 

許可の取消しができる要件として、偽り等の不正な手段により許可

を受けた場合を規定します。 

(2) 第１０条第１項の許可又は第１２条第１項の許可を受けてか

ら１年以内に当該許可に係る設置事業に着手せず、又は引き続

き１年以上太陽光事業を行っていないとき。  

許可の取消しができる要件として、許可後１年以上設置事業に着手

しない場合を規定します。なお、変更許可を受けた場合は、当該許可

を受けた日から１年に変更されます。また、太陽光事業着手後、１年

以上の期間、継続して太陽光事業を行っていない場合を規定します。  

(3) 第１１条第２項第４号から第６号までのいずれかに該当する

こととなったとき。 

許可の取消しができる要件として、事業者が、第１１条第２項第４

号から第６号に規定する、市長が許可をしてはならない要件として定

める事項に該当することとなった場合を規定します。  

(4) 第１２条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで太

陽光事業を行ったとき。 

許可の取消しができる要件として、許可内容に変更があったにもか

かわらず、変更許可を受けずに太陽光事業を実施している場合を規定

します。 

(5) 第１６条第４項、第１７条第４項、第１９条第５項又は前条

第１項、第３項若しくは第４項の規定による命令に違反したと

き。 

許可の取消しができる要件として、設置事業完了時の状況が許可内

容に適合していない場合や発電事業の終了、太陽光事業の廃止に伴い、
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事業者が当該太陽光事業で使用した設備の除却その他災害の防止、良

好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全の

ために必要な措置を講じない場合に出された命令、第２１条の措置命

令（第２項を除く。）に事業者が従わないときを規定します。 

(6) この条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等

の不正行為を行ったとき。 

許可の取消しができる要件として、条例により義務付けられる報告

等について虚偽記載等の不正行為があった場合を規定します。 

２ 市長は、前項の規定による許可の取消しを受けた事業者に対

し、当該太陽光事業の中止を命じ、及び相当の期間を定めて、当

該太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好な生活環境の維

持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために必要な

措置を講ずることを命ずることができる。  

市長が、この条例による許可を取り消された事業者に対し、当該許

可を取り消した事業の中止を命じた上で、使用していた太陽光発電設

備の除却その他災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然

環境及び魅力ある景観の保全のために必要な措置を命じることができ

ることを規定します。 

（違反事実等の公表） 

第２３条 市長は、第１６条第４項、第１７条第４項、第１９条第

５項、第２１条若しくは前条第２項の規定による命令を受けた者

が当該命令に違反したとき又は同条第１項の規定により許可の取

消しをしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。  

(1) 当該命令に違反し、又は当該許可の取消しを受けた事業者の

氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

(2) 当該命令の内容又は当該許可の取消しの理由  

設置事業完了時の状況が許可内容に適合していない場合や発電事業

の終了、太陽光事業の廃止、許可の取消しに伴い、事業者が当該太陽

光事業で使用した太陽光発電設備の除却その他災害の防止、良好な生

活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全のために
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必要な措置を講じない場合に出された命令、第２１条の措置命令に事

業者が従わないとき、又は事業者が許可を取り消されたときについて、

市長が当該事業者の氏名及び住所並びに命令等の内容について公表で

きることを規定します。 

２ 市長は、事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等におい

て、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるとき（前条第１項の

規定により許可の取消しをした場合を除く。）は、次に掲げる事項

を公表することができる。 

(1) 当該事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

(2) 当該事業者が行った不正行為の内容 

事業者がこの条例の規定に基づく届出等について、虚偽記載等の不

正行為を行ったと認められたときに、市長が当該事業者の氏名及び住

所、不正行為の内容を公表することができることを規定します。  

３ 市長は、前２項の規定による公表をしようとするときは、あら

かじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会

を与えなければならない。 

第１項又は第２項の公表に当たっては、あらかじめ事業者に対して、

公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならないこと

を規定します。 

（太陽光発電設備の廃棄） 

第２４条 抑制区域において太陽光事業を行う者は、除却した太陽

光発電設備を廃棄するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）及び環境省が定め

る「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライ

ン」に基づき、自らの責任において適正に処理しなければならな

い。 

許可事業者に限らず、抑制区域内で太陽光事業を行う者は、いかな

る事由により太陽光発電設備を除却した場合であっても、再利用を行

わず廃棄するときは、関係法令等に従い処理を行わなければならない
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責務があることを確認的に規定するものです。 

（立入調査等） 

第２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、抑制区

域内において太陽光事業を行う者に対し当該太陽光事業に関する

報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所、事業

所若しくは事業区域に立ち入らせ、太陽光事業に関する事項につ

いて調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができ

る。 

市長が、太陽光事業を行う者に対し、当該太陽光事業に関する報告

若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に営業所、事業所、事業区

域に立ち入らせ、太陽光事業に関する事項についての調査や関係者に

対して質問をさせることができることを規定します。  

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

立入調査をする職員は、その身分証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは提示しなければならないことを規定します。  

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

第１項の規定により付与された立入調査の権限は、本条例の施行に

関することに限定され、犯罪捜査の権限が付与されたものではないこ

とを規定します。 

（委任） 

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

この条例に定める事項のほか、施行に関し必要な事項を市長が別に

定めることを規定します。 

 

３ 改正条例の施行について 

 本年１２月野田市議会定例会に上程し、議決をしていただいた場合

は、令和６年１月１日から施行することを予定しています。 
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４ 経過措置等について 

改正後の規定中、第８条から第２３条までの規定については、施行

の日において、既に改正前の条例第８条第１項の事前協議を開始して

いる太陽光事業及び平成３１年３月３１日以前にされた特定契約の申

込みをした者が行う発電事業については、改正前の条例の規定による

ものとします（附則第２項）。 

なお、改正前の条例の規定の適用対象外である平成３１年３月３１

日以前に開始された発電事業及び改正条例の施行の日前に設置事業に

着手した発電出力が１０キロワット以上３０キロワット未満の太陽光

発電設備に係る太陽光事業については、第８条から第２３条までの規

定を適用しません（附則第３項）。 

また、施行の日において既に、事業を実施することを予定した土地

の売買契約又は賃貸借契約が締結されている場合については、新条例

第８条第１項に規定する相談について速やかに行うよう規定します

（附則第４項）。 


